
資料2-1

東北地方太平洋沖地震の被災者受け入れ方針

(平成 23年 3月 21日 )

平成 23年 3月 11日に発生 した東北地方太平洋 ,中 地震による被災者の県内受

け入れついては、3月 18日に、東北地方太平洋沖地震長野県災害対策支援本部

に「避難者受入支援チーム」を設置 し、県営住宅への受け入れ 及び 電話による

避難者の受入施設に関する情報提供を実施 してきたが、今後の被災者の受け入れ

については、被災者の状況に応 じ、次のとおり対応することとする。

この業務の一環として、電話相談で受入先が決まらない避難者のための一時待

避所を、長野県)肖 防学校 (長野市篠ノ丼東福寺 2,3754)に設置する (平成 23
年 3月 22日 )。

被災者の輸送が必要な場合は、 (社)長野県バス協会に要請して輸送を行う。

1 避難者の短期的受け入れ (2以外の場合 )

(¬ )県 の文J応

今回の災冒により住宅を失い、又は避難指示を受けて本県に避難 してきた

者に対 し、長野県の保有する次の施設を、避難所として、当面 2ヶ月の範囲

内で提供する (平成 23年 3月 22日受入開始 )。

受け入れに当たっては、特に配慮を要する人 (別紙参照)を優先する。

① 長野県職員センター  (長野市中御所岡田 」31-6)

② 長野県総合教育センター (塩尻市片岡南唐沢 6,342-4)

(2)市町本」への要請

県は、市町村に対し、その保有する施設を、県の対応に準じて、避難所と

して設置するよう要請する。

当該施設の設置については、県への事前登録により、 1人 」日当たり

¬,310円 (_t‐事付の場合)の範囲内で、県が費用を負担する。

(3)企業の保養所など無償で提供の申し出があった施設への対応

県は、企業の保養所など県民から無償で提供する旨申し出があった施設を

紹介する。

県は、この業務を進めるに当たっては、同様の活動を行うNPO法人等の

民間団体との情報の共有に努める。

(4)旅館・ホテル等への要請

県は、旅館・ホテル等の民間宿)白事業者に対し、通常料金よりも低額で避

難者を受け入れてもらうよう要請し、要請に応じた施設の情報を、避難者に

提供する。
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2 被災自治体から災害救助法に基づく要請を受けた避難者の短期的受け入れ

(」 )公的施設による受け入れ

被災自治体から被災者受け入れの要請があつた場合には、まず、」の (1)

又は(2の取扱いと同様に、県又は市町村で対応する。

(2)旅館・ホテル等を利用した避難所の設置

県又は市町村がく(1)により受け入れが困難な場合には、県は、市町村と

協議の上、県内の旅館・ホテル等を県が借り上げて、避難所とする。

旅館・ホテル等を借り上げる場合は、

① 一つの施設又は地域で 30人程度以上の受入規模があり、

② 2ヶ 月程度の受け入れが可能で、

③ 運営を当該市町村に委任すること

を条件とする。

当該避難所の設置については、 」人 1日 当たり、素泊まり 3,〇〇〇円、

1)白 3食 5,○〇〇円 (共に通常の利用料金を上限とする)を県が負担する。

3 中期的な避難者の受け入れ (6ヶ 月から2年程度)

(1)県営住宅等

当面の間、今回の災害の被災者で、①住宅を失つた方 又は ②被災者で

避難指示を受けている方 を対象とし、それぞれ高齢者、障害者等の生活33

者及びその家族を優先して受け入れる。

0)民 間賃貸住宅

民間賃貸住宅への入居については、入居の際の媒介手数料を無料とする、

県と(社 )長野県宅地建物取引業協会との「災害時応援協定」に基いて行う。

4 災害時に病院や福祉施設に入院、入所していた避難者の受け入れ

(1)医療機関

傷病者の県内医療機関への受け入れについては、被災県からの要請に基づ

き、県が調整・支援を行う。

(2)福祉施設 ～

高齢者、障害者等の要援護者の受け入れについては、被災県からの要請に

基づき、県が受入人数、受入施設等の調整・支援を行う。
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斗2-2

被災地の現状・被災者と首長の思い

○被災地の現状

今ヽなお17万人以上の被災者が避難所生活
｀ライフラインの復 1日 の遅れ、物資の不足
・仮設住宅の完成が長期化   ‐   ■

○被災者と首長の思い
・被災者は、仕事、肉親等の行方不明‐者|

■索等の理由でできるだけ地元を離れ

被災地の復興のために何ができるか

これまでの支援       今後の支援

義援金の募集      積災地め復興と被災者の

情 鶴 9跡 台 匡 ゞ

語 鼓 援

 |
消防、救急、警幸、医療  『大規模地震の棟琴煮0
スタッフ等の派遣     方々を支援す

被災自治体へ提供するプログラム

長野県は、被災地の復興と被災者の皆様の生活再建のために、

責任を持って安らぎの場を提供します。

『信州「安らぎの逗留村」構想』

:轟撲』鍵霞ι懃糊1嶋 [曇t可 ■
o公共の保養施設、民間宿泊施設での一括受入    ■■

●移動のためのパスの手配

●災害救助法の建難所として指定し、費用についてま

育園、学校、介護 福祉支援 医療 健康支援、
―ジて官民協働地域を挙げて 避難住民を,

室の設置支援            ■
と「安らぎの逗留村」を結ぶバスの運行

‐「信州絆」プロジエクト

:目 的 :東 日本大震災の避難者の生活サポート

=構 成 :長野県、市町村、社会福祉協議会、社会福祉士

会、民生児童委員等で構成

・事務局:長野県健康掃祉部地域福祉課

長野県社会福祉協議会

:支援内容 :社会福祉士、民生児童委員等が、

問し、個々の生活課題や二―ズを

題解決のためのコーデイネート、
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受け入れ可能地域

最t蹂雪躍調警抒置の調整ずできてぃる地

受入可能人数

軽井沢町 (700人 程度 )

・上田市 (鹿教湯温泉 500人程度 )

・諏訪市 (700人 程度 )

大町市 (大町温泉郷 600人程度)  |
白馬村(3.400人 程度 )

1小谷村(1,9oO人 程度 )

(戸倉上山田温泉 500人程度)■

信州でゆつくりと疲れを癒してください

薇災地の市可村長の寄壕ヘ

このたびのえた英によう箸人を薇害を薇 られたことに、
ようお見キヽヽ申し上 17ま す。

長
=二

では、景民を拳 |デて、薇叉オの皆さんをユか ,
へおユ えします。

―時的に、「安らぎのこ督村」を装二して、コミュ
を筆著 したままで、安らぎのオ所と■7.|を 長供 し、書
にええを充電して、■び薇

"へ
え り、困難を見鳳 しt

立ち上がっていただきたいと考えてお

'
長野颯

"キ
 F ゛
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資料2-3
被災者生活支援 「信州絆」プロジェク トについて

健康福祉部地域福祉課

【事 業 の 目 的】          |
「大規模地震の被災者の方々を支援する県民共同宣言」の理念に基づき、被災地の皆さんが一日も早

く長野県での生活をスタートさせることができるよう、行政と民間が一体となつて生活支援を行う。

【具体的な支援例】
①支援の依頼

(生活支援チームの立上{う

・保健福祉事務所内に生活支援チームを設

置する。 (会議室等を活用し、事務スペ

ースの確保等)

・支援コーディネーターとして、福祉課長、

社会福祉士会会員 (1人 )、 県社協職員

(1人)の 3人を配置する。

(ニーズの把握)

・派遣された社会福祉士会会員や民生児童

委員等が、避難先等を訪問し、個々の生

活課題の間き取りを行 う。

・相談援助を通 じ、ニーズの把握を行 う。

(支援の実施)

・社会福祉士会会員等からの報告をもと

に、支援コーディネーターが市町村等と

連携し、具体的な支援につなげる。

鋼

-③派遣

鋼

-③派遣

○被災者の受入れ

当面の生活基盤

の確保

〇世帯状況の把握

被災避難者名簿

の作成

聾
一∝

|

・委員数 15, 248人

④避難先等を訪問し、個月1面接による二一ズ把握
及び必要な支援の検討

個々のニーズに応 じた地域の

支援ネットワークづくり

・住居の確保、生活物資

支給等当面の生活基盤
の物蒲

・福祉サービスの提供

被災者の方々

・ボランティアの調整
・生活福祉資金貸付

・小中学校の転入学
・特別支援学校の転入学

⑥ 支援ネットワ=ク に

よる継続的支援

○  ○

県内に避難された

○  ○


